




安全帯)の取付設備として使用可能な、　　　　　　　　　　　　　　　　等の仮設機材

　今回の改正に伴い、鉄骨用親綱支柱等の使用基準が変更となっております。
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必要な資機材を必要な数だけ必要な場所に、すばやく確実にお届けいたします。
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TEL.045-920-0328
FAX.045-920-0329
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TEL.047-434-5618
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群馬県邑楽郡板倉町泉野２－４０－１０

TEL.0276-91-4480
FAX.0276-91-4482

親綱支柱等の仮設工業会認定基準および使用基準の改正について

　平成31年2月1日から施行された、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成30年
厚生労働省令第75号(墜落制止用器具についての改正))に伴い、墜落制止用器具(以降：

について仮設工業会認定基準が改正されました。
『親綱支柱』『アルミスカイガード』

1.鉄骨用親綱支柱の使用基準の変更点

支柱を設置する作業床面と衝突する恐れのある床面又は機械設備等との垂直距離(H)

を6.75m以上としてください。

ヤードを用いるか、従来の胴ベルト型安全帯を使用する等、落下距離を小さくする措置

垂直距離(H)が6.75m未満の場合は、短いランヤード又はロック機能付き巻き取り式ラン

　弊社保有の安全帯取付設備については、新認定基準に適合しておりますが、ご使用の

を講じ、落下阻止時の床面等との衝突について安全性を確認した上で使用してください。

・

際には、使用基準の変更点および注意点について十分留意の上、ご使用いただきます様に
お願い申し上げます。

・

裏面に続く⇒

安全性の確認の参考として、安全帯種別ごとの落下距離(概算値)、及び安全帯取付

安全帯種別ごとの落下距離(概算値)

1種 2種

1.45m 1.45m 0.95m

1.70m 1.70m 1.70m

1.20m 1.75m 1.20m

1.00m 1.00m -

5.35m 5.90m 3.85m

胴ベルト型

フルハーネス等の伸び

落下距離計(目安)〈Ａ〉

安全帯種類

ショックアブソーバ種類

ランヤード接続部の高さ

ランヤード長さ

ショックアブソーバの伸び(最大)

フルハーネス型

※数値は新構造規格の安全帯の場合(旧規格品については別途落下距離の検討が必要です)

1種 2種 -

親綱支柱+親綱 1.1m ※1 6.45m 7.00m 4.95m

堅固な手すり -0.9m 4.45m 5.00m 2.95m

鉄骨柱+ピース+ワイヤ(頭上に張った場合) -1.5m 3.85m 4.40m 2.35m

胴ベルト型フルハーネス型
落下距離の加算〈Ｂ〉取り付け箇所

※2

※3

※1　支柱間隔10m、親綱のたわみ2.0m、親綱支柱高さ0.9mで計算

※2　手すりのたわみ0m、手すり高さ0.9mで計算

※3　ワイヤのたわみ0.4m、ワイヤ取付位置1.9mで計算

※

安全帯取付設備の違いによる作業床からの落下距離(概算値)(〈Ａ〉+〈Ｂ〉)

※落下距離より低い作業床では墜落時に床面等への衝突の恐れがあります。

設備の違いによる作業床からの落下距離(概算値)は以下の通りです。

-




